
令和８年度 

金沢防災えんづくり補助金 募集案内 

                                 

～『金沢防災えんづくり補助金』の概要～ 

□対象となる団体：「町の防災組織」を結成している自治会・町内会・管理組合等 
 

□対象となる活動： 町の防災上の課題解決を目的として実施する防災活動（訓練・講演会等） 
 

□補助金額：本補助金の交付をはじめて受ける団体 ：上限10万円（補助率３分の２） 

      本補助金の交付を受けたことがある団体：上限５万円（補助率３分の２） 

 

□交付条件：・当年度の「町の防災組織活動費補助金」の申請をしていること 

・補助金で購入した防災用資機材などを防災訓練で使用していただくこと 等 

 

□提出期限：令和８年７月31日 

 
□留意事項：・申請書を提出された日を受付日とし、先着順で受け付けます。補助予算額に

達した場合は、期限前に受付を終了します。 

       （申請受付状況等は区ホームページに掲載します。） 

      ・事前相談（電話・口頭等によるもの）は、申請受付には含まれませんので、

あらかじめご了承ください。 

      ・７月31日の締切後、申請状況によっては再度募集を行う場合があります。そ

の際は、これまで申請のなかった団体を優先することがありますので、あら

かじめご了承ください。       ※ 詳細は次頁以降に記載しています。 

■申請受付期間：令和８年４月１日～７月31日 ※８時45分～17時00分（土、日、祝日を除く） 

■担当：金沢区役所総務課防災担当（区庁舎６階603番）〒236-0021 金沢区泥亀2-9-1 

《電話》045－788－7706《FAX》045－786－0934 《メール》kz-bousai@city.yokohama.lg.jp 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まずは、防災担当までご相談ください! 

「防災活動を充実させたいが予算が足りない。」という声にお応えし、

金沢区独自の金沢防災えんづくり補助金を交付します。町の防災上の課

題解決のためにぜひご活用ください。 

 

 

令和７年度は多くの団体に本補助金をご活用いただきました。令和８年度は申請件数の 

さらなる増加が見込まれております。これまですべての団体に対して補助上限額を一律15万円と 

していましたが、本補助金は予算に達し次第受付を終了する制度であることから、より多くの団体に 

活用いただくため、令和８年度から補助上限額を上記のとおり、見直しました。 

 

初めて本補助金の交付を受ける団体については、地域の防災活動を始めるきっかけとして利用しや

すいよう、より高い上限額を設定しています。 

 

今後も本制度を通じて、金沢区全体の防災力向上を図ってまいります。 

★ 令和８年度から、補助上限額が変わります！ 
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１ 目 的 

２ 対象となる団体 

 
 

町の防災上の課題解決を目的として、「町の防災組織」が行う防災活動に補助金を交付します。 

 

自治会・町内会・管理組合等により組織される金沢区所在の「町の防災組織」であり、 

同年度の「町の防災組織活動費補助金」の交付申請を行っている団体 

 
 

補助金額 
本補助金の交付をはじめて受ける団体  ：上限10万円（補助率３分の２） 

本補助金の交付を受けたことがある団体：上限５万円（補助率３分の２） 

補助期間 単年度（補助金の交付決定を受けた年度） 

 

 ４ 対象となる取組・経費                                

町の防災組織が実施する防災訓練・講演会・研修会に伴う経費 

活用事例 

・訓練で使用する防災用資機材等の購入 

・防災講演会の講師への謝金 

・講演会や研修会を実施する外部会場の借上げ 

・更新した防災マニュアルの製本 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・原則として当該年度で完結するものとします。 

・領収書（レシート）の日付が「補助金交付決定通知書」の日付以降の経費が対象となります。 

・内容を審査しますので、領収書（レシート）の保管をお願いします。 

・上記に該当する場合であっても、以下に該当する場合は対象外とします。 

対 象 外 

① 営利目的又は特定の個人や団体のみが利益を受ける取組に係る経費 

② 親睦的な飲食費、交通費、他団体への会費や寄付など、直接組織の運営に係る経費 

③ 食料、水、その他飲食物にあたるものの購入に係る経費 

④ 紙おむつ、トイレットペーパー、生理用品、その他衛生物品等の購入に係る経費 

⑤ ガソリン・オイル等の燃料や乾電池など消耗品の購入に係る経費 

⑥「町の防災組織活動費補助金」、その他の補助金を用いた経費と重複するもの 

３ 補助内容 

金沢防災えんづくり補助金制度 

 

防災資機材等の購入事例 

災害時安否確認用タペストリー 

 
 

ガス式発電機 

 

  

  

 

 

リヤカー 

 

  

  

 



５ 申請方法 

６ 補助金交付までの流れ 

７ 備考 

 

申請受付期間中に、提出書類を区役所総務課庶務係防災担当へ提出してください。 

 

 

 

 

申請受付

期間 

 

令和７年４月１日～７月31日 

 

 

受付時間：８ 時45分～17時00分（土・日・祝日除く） 

 

 

 

提出書類 

（申請時） 

① 補助金交付申請書 

② 事業計画書 

③ 見積書又は金額の確認できる書類 

④ 「令和８年度町の防災組織活動費補助金」申請書類一式 

⑤ その他必要と認めるもの 

各様式については、金沢区役所６階６０３番窓口でお渡しするほか、 

区ホームページからもダウンロードできます。 

 

 

 

 

提出方法 

① 窓口（区役所６階603） 

② 郵送（〒236-0021 金沢区泥亀2-9-1 金沢区役所総務課防災担当） 

③ 電子申請システム（令和８年４月１日から開始） 

https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/procedures/appl

y/ef5100e2-d992-40cf-a7b9-47d2ba6772e1/start 

 

 

④ メール（kz-bousai@city.yokohama.lg.jp） 

 

※ 書類提出の前にまずは区役所総務課庶務係防災担当にご相談ください。 

留意事項 
・申請書を提出された日を受付日とし、先着順で受け付けます。補助予算額に達した

場合は、期限前に受付を終了します。 

（申請受付状況等は区ホームページに掲載します。） 

・事前相談（電話・口頭等によるもの）は、申請受付には含まれませんので、あらか

じめご了承ください。 

 

・事業活動内容や経費等を確認し、審査の上、交付予定額をお知らせします。 

・事業（講演会・研修会の実施、資機材購入）終了後は、速やかに実施報告を行ってください。 

・実施報告後、請求書等を確認のうえ、交付額を確定し、口座に振込みます。 

   

本事業は、横浜市令和８年度予算の議決を前提としております。予算が議決されない場合には、

本事業を実施しないことがありますので、ご了承お願いします。   

金沢区 えんづくり 検索 

 

令和８年４月１日～７月31日 

 

※ 当年度予算に達するまでに申請があった分までとします。 

※ ７月31日の締切後に、申請状況を踏まえて再度募集をする可能性が 

あります。その際、これまで申請のなかった団体を優先して募集す 

る可能性があります。 

こちらからも申請できます⇒ 
（令和８年４月１日から開始） 
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